
三次市教育委員会告示第  号 

 

 

 三次市スポーツ・文化芸術報奨金交付要綱等を廃止する告示を次のように定め

る。 

 

 

  平成２７年３月２６日 

 

 

  三次市教育委員会教育委員長 沖 田  稔  

 

 

   三次市スポーツ・文化芸術報奨金交付要綱等を廃止する告示 

  

 次に掲げる告示は，廃止する。 

 ⑴ 三次市スポーツ・文化芸術報奨金交付要綱（平成１６年三次市教育委員会

告示第９号） 

 ⑵ 三次市Ｂ＆Ｇ海洋センター育成士設置要綱（平成１６年三次市教育委員会 

  告示第１１号） 

 ⑶ 三次市スポーツリーダーバンク設置要綱（平成１９年三次市教育委員会告 

  示第３号） 

 ⑷ 三次市総合型地域スポーツクラブ育成費補助金交付要綱（平成２０年三次 

  市教育委員会告示第３号） 

 ⑸ 三次市放課後子ども教室推進事業実施要綱（平成２３年三次市教育委員会

告示６号） 

⑹ 三次市小中学生スポーツクラブ等運営補助金交付要綱（平成２４年三次市 

  教育委員会告示第１６号） 

 ⑺ 三次市小中学生スポーツ指導者等育成補助金交付要綱（平成２４年三次市 

  教育委員会告示第１７号） 



 ⑻ 三次市小中学生スポーツ大会等開催補助金交付要綱（平成２４年三次市教 

  育委員会告示第１８号） 

 ⑼ 三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金交付要綱（平成２４年三次市教育 

  委員会告示第１９号） 

   附 則 

 この告示は，平成２７年４月１日から施行する。 

 


